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質問 

理事会で火災保険の加入を検討している。標準管理規約第２４条（損害保険）に準拠

し、損害保険については、「区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、

地震保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。」としていることから、

理事長の判断（理事会決議含む、以下同様。）だけで、総会決議を経ずに損害保険契

約を締結できると主張されているが、問題はないか。 

 

  回答 

区分所有法第１８条（共用部分の管理）第４項で、共用部分につき損害保険を付保す 

ることは、共用部分の管理に関する事項とみなし、同条第１項で、共用部分の管理に 

関する事項を集会の決議で決するとしているが、同条第２項で、規約による別段の定 

めを認めている。したがって、共用部分につき損害保険を付保するか否かは、総会の 

普通決議で決することとなるが、標準管理規約第２４条第１項は、別段の定めとし 

て、規約そのもので、管理組合が損害保険契約を締結することを区分所有者が承認す 

ることとしたものであり（出典：コンメンタールマンション標準管理規約）、この規 

約条文を以って、理事長の判断だけで、保険契約を締結できるとしたものではない。 

よって、区分所有法第１８条及び標準管理規約第２４条の規定や、保険付保には予算 

の支出を伴うことを踏まえると、保険契約については、理事長の判断だけで、損害保 

険契約を締結できるものではなく、総会における損害保険契約締結の承認決議が必要 

となる。なお、総会決議の方法としては、単独議案で保険料の上限を定め、理事会に 

付託することや、事業計画および収支予算内で、決議することも考えられる。 

※区分所有法（共用部分の管理）第１８条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除 

いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 

２ 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 

３ 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。 

４ 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。 
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